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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　戸枠の天井側上枠部に、該上枠部長さより幅の短い引戸パネルを左右にスライド移動自
在に吊持する一方、床側下枠部に、前記引戸パネルの移動位置を位置決めガイドする引戸
ガイド装置を設置し、該引戸ガイド装置によって前記引戸パネルをその左右に開口部があ
いた中間の基準位置と、それぞれ片側にのみ開口部があいた左右の片寄せ位置とに位置決
めガイドし、前記戸枠内での開口位置を必要に応じて調整するようにした扉開口位置調整
システムであって、
　前記引戸パネルには、その下端面に、左右の前記片寄せ位置へスライドする移動ストロ
ークに合わせた長さのガイド溝を設ける一方、
　前記引戸ガイド装置は、
　前記引戸パネルが中間の基準位置にあるとき、前記ガイド溝の長さ方向左右両端部位と
それぞれ対応する下方位置において、前記下枠部に取り付けてなり、
　取付体と、その取付体で回転自在に保持する作動操作ピンと、回転中心に雌ねじ穴を螺
設し、該雌ねじ穴の中心軸線を前記作動操作ピンと平行な向きにして前記取付体で回転可
能に保持すると共に前記作動操作ピンと回転伝達手段を介して回転可能に連結した回転リ
ングと、外周に該回転リングの前記雌ねじ穴と螺合するねじ部を設け、前記取付体で軸移
動可能に支持するガイドピンと、そのガイドピンに掛け止めて該ガイドピンの軸回転を常
時規制する回転ストッパとを備え、
　前記作動操作ピンの回転操作に従って前記回転リングが回転すると、回転規制状態の前
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記ガイドピンが、前記回転リングの回転力に基づき引戸スライド移動方向に対する上下方
向に軸移動して前記ガイド溝に対し係脱する構成にしてなることを特徴とする、扉開口位
置調整システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、扉を開けると戸枠内に形成される開口部の位置を、開口部の使用態様など必
要に応じて調整することのできる扉開口位置調整システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、開き戸や引戸など、扉を付設した開閉式の開口部は、そこを出入する通行事情
によっては、扉を開けたときに、そこが大きく開口していることが必要な場合がある。そ
こで、従来では、このような開口部には、例えば大型な開き戸を設置し、この開き戸を開
けたときに大きな開口が形成されるようにしている。また、開口部の通行事情に応じて、
大きな開口が扉の片側にのみ形成される必要が場合には、開口部に大型な観音扉式の開き
戸を設置したり、複数の引戸を重ねて設置したりし、必要に応じて片開き状態にして対応
している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところが、上述した従来の開き戸式の扉では、扉が大型であるため、場合によっては、
その重量で蝶番などのヒンジ部が損壊したりするおそれがある。また、大型な分だけ広い
開閉可動スペースを、余分に扉周りに確保する必要があるという問題もある。一方、複数
の引戸を重ねて設置する方式では、そもそも壁体と引戸パネル相互間に段差を発生し、こ
の段差が目立って、美観上見栄えが悪いという課題があった。
【０００４】
　そこで、本発明の目的は、扉の開閉可動スペースを必要とせず、また扉周りの見栄えも
低下させることなく、開口部の位置を、その使用態様など必要に応じ簡単に調整すること
を実現する扉開口位置調整システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に記載の発明は、たとえば以下に示す図示実施の形態のとおり、戸枠Ｔの天井
側上枠部１０に、該上枠部長さより幅の短い引戸パネルＰを左右にスライド移動自在に吊
持する一方、床側下枠部１２に、前記引戸パネルＰの移動位置を位置決めガイドする引戸
ガイド装置Ａを設置し、該引戸ガイド装置Ａによって前記引戸パネルＰをその左右に開口
部Ｓ１・Ｓ２があいた中間の基準位置と、それぞれ片側にのみ開口部Ｓ３・Ｓ４があいた
左右の片寄せ位置とに位置決めガイドし、前記戸枠Ｔ内での開口位置を必要に応じて調整
するようにした扉開口位置調整システムであって、前記引戸パネルＰには、その下端面１
７に、左右の前記片寄せ位置へスライドする移動ストロークに合わせた長さのガイド溝１
９を設ける一方、前記引戸ガイド装置Ａは、前記引戸パネルＰが中間の基準位置にあると
き、前記ガイド溝１９の長さ方向左右両端部位とそれぞれ対応する下方位置において、前
記下枠部１２に取り付けてなり、取付体２０と、その取付体２０で回転自在に保持する作
動操作ピン２１と、回転中心に雌ねじ穴２２ｂを螺設し、該雌ねじ穴２２ｂの中心軸線を
前記作動操作ピン２１と平行な向きにして前記取付体２０で回転可能に保持すると共に前
記作動操作ピン２１と回転伝達手段を介して回転可能に連結した回転リング２２と、外周
に該回転リング２２の前記雌ねじ穴２２ｂと螺合するねじ部２３ｃを設け、前記取付体２
０で軸移動可能に支持するガイドピン２３と、そのガイドピン２３に掛け止めて該ガイド
ピン２３の軸回転を常時規制する回転ストッパ２５とを備え、前記作動操作ピン２１の回
転操作に従って前記回転リング２２が回転すると、回転規制状態の前記ガイドピン２３が
、前記回転リング２２の回転力に基づき引戸スライド移動方向Ｘに対する上下方向に軸移
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動して前記ガイド溝１９に対し係脱する構成にしてなることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　請求項１に記載の発明によれば、開口部の使用態様など必要に応じて、左右いずれか片
側にのみ開口部を形成する場合は、片側の引戸ガイド装置において、ガイドピンをガイド
溝に係合させて引戸パネルの一方向へのスライド移動を規制する一方、他側の引戸ガイド
装置において、作動操作ピンを回動操作してガイドピンを引っ込めて、引戸パネルの他方
向へのスライド移動規制を解除して後、基準位置にある引戸パネルを、ガイド溝に沿って
スライド移動させて、片側にのみ大きな開口部の開いた一側の片寄せ位置で止めて位置決
めれば、簡単に扉の開口位置を所望位置に調整することができる。しかも、システム構造
上、従来の如く扉の開閉可動スペースを余分に必要とせず、また扉周りの見栄えも低下さ
せるような問題を発生させることがない、という利点もある。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施の形態について説明する。
【０００８】
　図１は本発明の一例である扉開口位置調整システムを適用した扉構造体を示す正面図で
ある。扉構造体Ｄは、例えばＯＡフロアの壁体に開口部Ｓをあけて矩形な戸枠Ｔを建て付
け、天井側の上枠部１０にスライドレール１１を介して引戸パネルＰを図中左右の開閉方
向Ｘにスライド移動自在に吊持した構造になっている。図示戸枠Ｔにおいて、床側の下枠
部１２は、下側のベース枠体１４と、ベース枠体１４との間に配線用空間１３を形成する
上側の溝形取付フレーム１５とで構成されている。スライドレール１１は、上枠部１０に
固定した長尺側のアウターメンバ１１ａに対し、引戸パネルＰの上端面１６に取り付けた
短尺側のインナーメンバ１１ｂを摺動自在に係合させたガイドレールからなる。引戸パネ
ルＰは、戸枠Ｔの上枠部１０の長さより幅の短い木製パネルで、下端面１７に、図２でも
示すように、後述する片寄せ位置へスライドする移動ストロークに合わせた長さのガイド
溝１９を穿設している。そして、本発明の扉開口位置調整システムでは、図１に示すよう
に、下枠部１２の取付フレーム１５に、左右に一対の引戸ガイド装置Ａ・Ａを取り付ける
。
【０００９】
　引戸ガイド装置Ａは、図３に示すように、取付体２０と、取付体２０に組み付ける作動
操作ピン２１、回転リング２２およびガイドピン２３と、ガイドピン２３の回転ストッパ
を兼ねる上プレート２５とを備えた構成になっている。
【００１０】
　取付体２０は、同じ外形サイズで共に矩形な、金属製の下プレート２６およびアングル
板２４と、樹脂製のライナー２７とからなる。下プレート２６は、長さ方向左右両端寄り
にピン挿通穴２６ａ・２６ｂが設けられている。アングル板２４は、幅方向両側を曲げ起
こし、そこに突当て凸部２４ａを形成すると共に、平板部において、下プレート２６のピ
ン挿通穴２６ａ・２６ｂと各々対応する位置に、軸挿通穴２４ｂ・２４ｃを設けてなる。
ライナー２７は、回転リング２２の高さに合わせて厚肉に形成すると共に、そこに大きな
ギヤ嵌め込み穴２８をあけて成形してなる。ギヤ嵌め込み穴２８は、中心に大歯車の減速
ギヤ２９の外形に合わせてあけた穴部２８ａと、その図中左右両隣にそれぞれ回転リング
２２と回転伝達ギヤ３０の外形に合わせてあけた穴部２８ｂ・２８ｃを連設した穴形状に
なっている。回転伝達ギヤ３０は、外形が略円筒状の歯車状に成形して外周に歯部３０ａ
を刻設する一方、内周に雌ねじ穴３０ｂを螺設してなる。
【００１１】
　作動操作ピン２１は、ネジ形軸状をなし、その軸部の頭部寄り外周に、ねじ部２１ａを
螺設してなる。回転リング２２は、回転伝達ギヤ３０と同様な、外形が略円筒状の歯車状
に成形して外周に歯部２２ａを刻設する一方、内周に雌ねじ穴２２ｂを螺設してなる。ガ
イドピン２３は、ネジ形軸状をなすが、外周面には、特に軸方向に切り溝２３ａを設ける
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と共に、先端部２３ｂ側を除いた部位にねじ部２３ｃを螺設してなる。一方、上プレート
２５は、アングル板２４より外形サイズの大きい矩形な金属板で、下プレート２６とアン
グル板２４に有するガイドピン２３用のピン挿通穴２６ａ・２４ｂと対応する位置に、軸
挿通穴３５を設けると共に、作動操作ピン２１用のピン挿通穴２６ｂ・２４ｃと対応する
位置に、軸挿通穴３６を設けている。一方の軸挿通穴３５には、穴縁に、ガイドピン２３
の切り溝２３ａに合わせて、それに係合可能に凸状の回転規制リブ３５ａが設けられてい
る。
【００１２】
　斯かる部品構成の引戸ガイド装置Ａは、図４に示すように、下プレート２６上にライナ
ー２７を重ね合わせ、ギヤ嵌め込み穴２８の穴部２８ａ・２８ｂ・２８ｃ内に、それぞれ
減速ギヤ２９と回転リング２２および回転伝達ギヤ３０を嵌め込み、相互に噛み合わせて
回転伝達手段たるギヤ列を形成する。そして図５に示すように、ライナー２７を、下プレ
ート２６とアングル板２４間に挟んでねじ止めして取付体２０を形成し、ピン挿通穴２４
ａ・２６ａ、２４ｂ・２６ｂにそれぞれガイドピン２３と作動操作ピン２１を挿通し、ガ
イドピン２３は回転リング２２の雌ねじ穴２３ｂに螺合し、作動操作ピン２１は回転伝達
ギヤ３０の雌ねじ穴３０ｂに螺合して取付体２０に組み付け、両ピン２１・２３を取付体
２０で回転可能に保持した装置本体４０を組み立てる。それから、アングル板２４の突当
て凸部２４ａ上に上プレート２５を載せて被せ、突出させた作動操作ピン２１の先端を、
ピン挿通穴３６に係合する一方、ガイドピン２３をピン挿通穴３５に挿通させて切り溝２
３ａに回転規制リブ３５ａを係合させて、図６に示すように、上プレート２５を、止めね
じ３９で装置本体４０にねじ止めすれば、引戸ガイド装置Ａが組み立てられてなる。
【００１３】
　斯かる組立構成の引戸ガイド装置Ａは、作動操作ピン２１を回転操作すると、この作動
操作ピン２１の回転を、それと同軸の回転伝達ギヤ３０と噛み合う減速ギヤ２９で減速し
ながら回転リング２２へ伝達し、これを回転させる。すると、回転リング２２に螺合した
ガイドピン２３は、切り溝２３ａに回転規制リブ３５ａが係合して上プレート２５で回転
規制されているため、回転リング２２の回転力に基づき図中上下に軸移動する。こうして
ガイドピン２３が、作動操作ピン２１の正逆回転操作方向に応じて、上プレート２５から
出没可能な構成になっている。
【００１４】
　そこで、図示扉開口位置調整システムにおいて、引戸ガイド装置Ａを一対備え、図１に
示すように下枠部１２の取付フレーム１５に設置する。その場合、引戸ガイド装置Ａ・Ａ
は、引戸パネルＰが左右に開口部Ｓ１・Ｓ２を開けた中間の基準位置にあるとき、ガイド
溝１９の長さ方向左右両端部位とそれぞれ対応する下方位置に設置する。引戸ガイド装置
Ａ・Ａを取付フレーム１５に取り付けるときは、図７に示すように、各装置本体４０を、
左右の取付穴１５ａ・１５ｂに通して溝形の取付フレーム１５内に入れ、ガイドピン２３
の先端部２３ｂが、ガイド溝１９の長さ方向左右の穴端面１９ａ・１９ｂに近接した状態
で、取付フレーム１５に内設する一方、上プレート２５を、取付穴１５ａ・１５ｂ位置に
おいて、取付フレーム１５の上面板部１５ｃ上に載せて装置本体４０に被せる。そして、
突出させた作動操作ピン２１の先端を、ピン挿通穴３６に係合する一方、ガイドピン２３
は、図８に示すように、ピン挿通穴３５に挿通させて切り溝２３ａに回転規制リブ３５ａ
を係合させ、上プレート２５は、アングル板２４とで取付フレーム１５の上面板部１５ｃ
を挟んでねじ止めする。そこで、扉開口位置調整システムでは、引戸パネルＰの脇から、
たとえばドライバ等を用い、上向きのピン先端において作動操作ピン２１を回転操作する
と、この作動操作ピン２１の回転に従って回転リング２２が回転する一方、回転規制状態
のガイドピン２３が回転リング２２の回転力に基づき引戸スライド移動方向と直交する上
下方向に軸移動し、作動操作ピン２１の正逆回転操作方向に応じて、先端部２３ｂがガイ
ド溝１９に対し係脱する構成になっている。
【００１５】
　したがって、図示扉開口位置調整システムでは、図１に示すように、左右の引戸ガイド
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装置Ａ・Ａにおいて、作動操作ピン２１を回動操作し、共にガイドピン２３を突出させて
、ガイド溝１９の左右穴端面１９ａ・１９ｂに係合させると、引戸パネルＰのスライド移
動を規制し、引戸パネルＰを、左右に対称な開口部Ｓ１・Ｓ２を開けた中間の基準位置に
位置決め調整することができる。
【００１６】
　一方、例えば開口部の使用態様など必要に応じて、図中右の片側にのみ開口部を形成す
る場合は、図９（Ａ）に示すように、図中左側の引戸ガイド装置Ａは、ガイドピン２３を
ガイド溝１９に係合させて引戸パネルＰの右方向へのスライド移動を規制する一方、図中
右側の引戸ガイド装置Ａは、作動操作ピン２１を回動操作してガイドピン２３を引っ込め
て、引戸パネルＰの左方向へのスライド移動規制を解除する。しかる後、基準位置にある
引戸パネルＰを、ガイド溝１９に沿ってスライド移動させて、図９（Ｂ）に示すように、
図中右の片側にのみ大きな開口部Ｓ３の開いた一側の片寄せ位置に止めて位置決め調整す
る。
【００１７】
　他方、反対に、図中左の片側にのみ開口部を形成する場合は、図１０（Ａ）に示すよう
に、図中右側の引戸ガイド装置Ａは、ガイドピン２３をガイド溝１９に係合させて引戸パ
ネルＰの左方向へのスライド移動を規制する一方、図中左側の引戸ガイド装置Ａは、作動
操作ピン２１を回動操作してガイドピン２３を引っ込めて、引戸パネルＰの右方向へのス
ライド移動規制を解除する。しかる後、引戸パネルＰを、ガイド溝１９に沿ってスライド
移動させれば、図１０（Ｂ）に示すように、図中左の片側にのみ大きな開口部Ｓ４の開い
た他側の片寄せ位置に止めて位置決め調整することができる。
【００１８】
　ところで、上述した図示例の扉開口位置調整システムでは、引戸パネルＰが１枚であっ
たが、図１１に示すように、戸枠Ｔ内に規定される開口部が大きく横長なような場合には
、引戸パネルを２枚備え、引戸パネルＰ１・Ｐ２を、引戸ガイド装置Ａ１～Ａ４によって
左右に開口部Ｓ１・Ｓ２のあいた中間の基準位置と、それぞれ片側に１つ開口部があいた
左右の片寄せ位置とに位置決めガイドし、戸枠Ｔ内での開口位置を必要に応じて調整する
構成にすることもできる。
【００１９】
　図示他例では、引戸パネルＰ１・Ｐ２が左右に開口部Ｓ１・Ｓ２を開けた中間の基準位
置にあるとき、各々のガイド溝１９の長さ方向左右両端部位とそれぞれ対応する下方位置
において、それぞれ引戸ガイド装置Ａ１～Ａ４を、戸枠Ｔの取付フレーム１５に設置する
。
【００２０】
　図示他例の扉開口位置調整システムでは、引戸ガイド装置Ａ１～Ａ４において、共にガ
イドピン２３を突出し、各ガイド溝１９の左右穴端面１９ａ・１９ｂに係合させて引戸パ
ネルＰ１・Ｐ２のスライド移動を規制し、引戸パネルＰ１・Ｐ２を、左右に開口部Ｓ１・
Ｓ２を開けた中間の基準位置に位置決め調整する。
【００２１】
　一方、前述のように必要に応じ、図中右の片側にのみ開口部を形成する場合は、図１２
に示すように、図中最も左端に設置の引戸ガイド装置Ａ１は、ガイドピン２３をガイド溝
１９に係合させて引戸パネルＰ１・Ｐ２の右方向へのスライド移動を規制する一方、残り
の引戸ガイド装置Ａ２・Ａ３・Ａ４は、それぞれ作動操作ピン２１を回動操作してガイド
ピン２３を引っ込めて、引戸パネルＰの左方向へのスライド移動規制を解除する。しかる
後、基準位置にある引戸パネルＰ１・Ｐ２を、各々のガイド溝１９に沿ってスライド移動
させて、図１３に示すように、図中右の片側にのみ大きな開口部Ｓ３の開いた一側の片寄
せ位置に止めて位置決め調整する。
【００２２】
　他方、反対に、図中左の片側にのみ開口部を形成する場合は、図１４に示すように、図
中最も右端に設置の引戸ガイド装置Ａ４は、ガイドピン２３をガイド溝１９に係合させて
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引戸パネルＰ１・Ｐ２の左方向へのスライド移動を規制する一方、残りの引戸ガイド装置
Ａ１～Ａ３は、作動操作ピン２１を回動操作してガイドピン２３を引っ込めて、引戸パネ
ルＰ１・Ｐ２の右方向へのスライド移動規制を解除する。しかる後、引戸パネルＰ１・Ｐ
２を、各々のガイド溝１９に沿ってスライド移動させれば、図１４に示すように、図中左
の片側にのみ大きな開口部Ｓ４の開いた他側の片寄せ位置に止めて位置決め調整すること
ができる。
【００２３】
　ところで、上述した扉開口位置調整システムでは、上記引戸パネルの左右両側又はいず
れか片側において、たとえば開き戸や折り戸などの扉を引戸パネルと面一に戸枠Ｔに付設
し、引戸パネルの左右に形成される開口部を、適宜に開閉する構成にすることもできる。
【００２４】
　なお、以上の図示例において、上記引戸ガイド装置は、作動操作ピン２１の回転をギヤ
列を介して回転リング２２へ伝達する構成であったが、それに限らず、回転ベルトなど、
各種の回転伝達手段を用いて回転リング２２へ回転伝達する構成にすることもできるのは
、勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一例である扉開口位置調整システムを適用した扉構造体を示す正面図で
ある。
【図２】引戸パネルの構造を示す部分斜視図である。
【図３】引戸ガイド装置の分解斜視図である。
【図４】引戸ガイド装置を、ギヤ系部品を組み込んだ組立段階で示す斜視図である。
【図５】引戸ガイド装置を、軸系部品を組み込んだ組立段階で示す斜視図である。
【図６】引戸ガイド装置を組み立て終えた状態で示す外観斜視図である。
【図７】引戸ガイド装置を組み付けた状態で、扉構造体の床側構造を示す部分拡大断面図
である。
【図８】引戸ガイド装置を、引戸パネルの下側で戸枠の下枠部に組み付けた状態を側方か
ら見て示す部分拡大断面図である。
【図９】引戸パネルを中間の基準位置から片側の片寄せ位置へ位置決め調整する状態を説
明する扉構造体の正面図である。
【図１０】引戸パネルを他側の片寄せ位置へ位置決め調整する状態を説明する扉構造体の
正面図である。
【図１１】本発明の他例である扉開口位置調整システムを適用した扉構造体を示す正面図
である。
【図１２】他例において、引戸パネルを片側の片寄せ位置へ移動する前の状態を説明する
扉構造体の正面図である。
【図１３】他例の引戸パネルを片側の片寄せ位置へ寄せて位置決め調整した状態を説明す
る扉構造体の正面図である。
【図１４】他例の引戸パネルを他側の片寄せ位置へ移動する前の状態を説明する扉構造体
の正面図である。
【図１５】他例の引戸パネルを他側の片寄せ位置へ寄せて位置決め調整した状態を説明す
る扉構造体の正面図である。
【符号の説明】
【００２６】
Ａ・Ａ１～Ａ４　　引戸ガイド装置
Ｐ・Ｐ１・Ｐ２　　引戸パネル
Ｓ・Ｓ１～Ｓ４　　開口部
Ｔ　　　　　　　　戸枠
１０　　　　　　　上枠部
１２　　　　　　　下枠部
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１７　　　　　　　引戸パネルの下端面
１９　　　　　　　ガイド溝
２０　　　　　　　取付体
２１　　　　　　　作動操作ピン
２２　　　　　　　回転リング
２２ｂ　　　　　　回転リングの雌ねじ穴
２３　　　　　　　ガイドピン
２３ａ　　　　　　切り溝
２３ｃ　　　　　　ねじ部
２５　　　　　　　上プレート（回転ストッパ）
３５ａ　　　　　　回転規制リブ

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図１４】 【図１５】
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